
多
忙
化

容
認
す
る

「
変
形
労
働
時
間
制
」

導
入
は
自
治
体
主
導

「
働
き
方
改
革
」
答
申
案

で
は
、
長
時
間
勤
務
解
消
の

た
め
「
１
年
単
位
の
変
形
労

働
時
間
制
」
を
自
治
体
の
判

断
で
導
入
可
能
に
す
る
よ
う

提
案
。
こ
れ
は
、
学
期
中
に

勤
務
時
間
を
１
時
間
伸
ば
す

日
を
設
定
、
そ
の
分
、
長
期

休
業
中
に
勤
務
を
要
し
な
い

日
を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
提
案
は
、
現
場

の
教
職
員
の
願
い
に
全
く
逆

行
す
る
も
の
で
、
時
間
外
勤

務
の
解
消
ど
こ
ろ
か
、
長
時

間
勤
務
を
制
度
と
し
て
押
し

付
け
る
も
の
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。

ま
た
、
民
間
企
業
な
ら

「
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時

間
制
」
を
導
入
す
る
場
合
は

労
使
協
定
を
締
結
し
、
労
働

基
準
監
督
署
に
届
け
出
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

公
立
学
校
の
教
員
を
含
む
地

方
公
務
員
は
協
約
締
結
権
が

な
く
、
団
体
交
渉
は
で
き
る

も
の
の
、
交
渉
で
の
確
認
事

項
も
「
誠
意
と
責
任
を
も
っ

て
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
（
地
方
公
務
員
法
）
と

の
規
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま

す
。
民
間
で
は
「
書
面
に
よ

る
協
定
」
を
義
務
づ
け
な
が

ら
、
教
員
で
は
自
治
体
の
判

断
で
変
形
労
働
時
間
制
を
導

入
す
る
と
い
う
の
は
、
制
度

の
大
前
提
を
崩
す
も
の
で
す
。

過
労
死
ラ
イ
ン
ま
で

「
た
だ
働
き
」
？

「
勤
務
時
間
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
（
案
）
で
は
、
過
労
死

ラ
イ
ン
の
単
月
１
０
０
時
間

未
満
、
複
数
月
80
時
間
の
超

過
勤
務
を
容
認
す
る
方
向
を

示
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

「
給
与
特
別
措
置
法
」
（
給

特
法
）
を
維
持
す
る
と
し
て

い
ま
す
。
教
員
の
勤
務
時
間

に
つ
い
て
定
め
た
「
給
特
法
」

で
は
、
超
勤
は
４
項
目
（
①

生
徒
の
実
習
②
学
校
行
事
③

教
職
員
会
議
④
非
常
災
害
等

や
む
を
得
な
い
場
合
）
に
限

定
さ
れ
、
一
律
４
％
の
調
整

給
を
支
給
す
る
一
方
で
、
４

項
目
以
外
の
時
間
外
勤
務
は

教
員
の
「
自
発
的
」
な
も
の

と
し
て
手
当
は
払
わ
れ
ま
せ

ん
。４

％
の
調
整
額
は
、
週
の

平
均
超
勤
時
間
が
小
学
校
で

１
時
間
20
分
、
中
学
校
で
２

時
間
30
分
と
い
う
１
９
６
６

年
当
時
の
勤
務
状
況
調
査
を

受
け
て
算
出
さ
れ
た
も
の
で

す
。
そ
れ
か
ら
50
年
以
上
も

制
度
は
変
わ
ら
ず
、
現
在
の

膨
大
な
時
間
外
勤
務
を
「
た

だ
働
き
」
の
ま
ま
に
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
給

特
法
」
は
月
１
０
０
時
間
に

及
ぶ
よ
う
な
超
勤
な
ど
は
全

く
想
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

権
利
を
守
り
、

働
く
ル
ー
ル
の確

立
を

１
年
単
位
の
変
形
労
働
時

間
制
の
導
入
、
単
月
１
０
０

時
間
未
満
の
超
勤
容
認
は
、

▽
教
員
の
決
定
権
を
排
除
し

た
導
入
手
続
き
▽
教
員
の
生

命
・
健
康
へ
の
深
刻
な
影
響

▽
調
整
額
の
算
定
根
拠
を
大

幅
に
超
え
た
超
勤
手
当
の
不

支
給
―
―
な
ど
、
教
員
の
労

働
者
と
し
て
の
権
利
を
二
重

三
重
に
踏
み
に
じ
る
も
の
で

あ
り
、
論
外
と
い
う
ほ
か
あ

り
ま
せ
ん
。

教
員
が
教
育
の
専
門
家
と

し
て
の
役
割
を
発
揮
す
る
に

は
、
相
応
の
労
働
条
件
が
必

要
で
す
。
教
職
員
定
数
の
抜

本
的
増
加
、
業
務
の
削
減
を

は
じ
め
、
教
員
を
含
め
た
地

方
公
務
員
の
労
働
基
本
権
の

全
面
回
復
、
残
業
代
の
支
払

い
、
残
業
時
間
の
上
限
を

「
週
15
時
間
、
月
45
時
間
、

年
３
６
０
時
間
以
内
」
（
厚

生
労
働
大
臣
告
示
）
と
す
る

な
ど
働
く
ル
ー
ル
の
確
立
が

必
要
で
す
。

№２１２７ 泉北教育 ２０１９年１月７日 （２）

「戦争法」を廃止させよう。子どもたちや自衛隊員を戦場に送るな。

昨
年
12
月
６
日
に
中
教
審
「
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革

特
別
部
会
」
か
ら
「
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す
る

総
合
的
方
策
」
答
申
案
と
「
勤
務
時
間
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
案
）
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
教
員
の
労
働
者

と
し
て
の
権
利
か
ら
見
て
い
く
と
、
多
く
の
矛
盾
と
問
題
を

抱
え
て
い
ま
す
。

青年フェスタに行こう！
（自称「青年」も大歓迎！）

２月１６日（土）１３時～１７日（日）１３時
箕面観光ホテル

○記念講演 宮下 聡さん
（都留文科大学（教職支援センター）特任教授）

「受け身」な子どもから「自ら考え行動する」子どもへ
～今、教師が大切にしたいこと～

○レポート交流会
○実技講座

☆参加費補助あり
☆保育あり

教諭の１日当たりの勤務時間・持ち帰り業務時間（確報値）

文部科学省「2016年度教員勤務実態調査」から


